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１ はじめに 

鳥取県には、県土面積の３／４にあたる２６万 ha の森林があり、そのうち、戦後

に植林された１１万８千 ha の人工林が生長し伐期を迎えようとしています。 

木材は太陽光、二酸化炭素、水で繰り返し生産することが可能な地球環境にやさし

い天然資源です。 

また、建物に木材を使用することは環境負荷を抑えるとともに炭素をまちなかに蓄

えるという理想的な循環系を生み出し、鳥取県の自然環境を守ることにつながります。 

環境にやさしい木材の循環利用 

 
「木の香る快適な学習環境」（（財）日本木材総合情報センター発行）から転載 

 

一方、木材は炭素を固定した材料であるため、燃えるという特徴があり、建築物等

に利用する際の課題となります。 

このため、建築基準法では、火災から生命・財産を守るため、木材の使用について

様々な基準を定めていますが、近年、木造建築物の防火に関する性能の把握や技術革

新により、建築基準が合理化され木材の利用範囲に広がりが見られるようになりまし

た。 

 

これらの背景から、公共建築整備においても積極的に木材の使用を推進するととも

に、公共建物の公益性を十分に活かし木材の魅力を発信することが必要です。 

 

このプログラムは、鳥取県内の森林で伐採され県内で製材・加工した木材（以下、

「鳥取県産材」という。）を県有施設整備において積極的に活用するための具体的な

使い方を示し、森林の持つ環境保全機能の確保と木質資源を活かした循環型社会の構

築に資することを目的として定めたものです。 
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２ 基本方針 

鳥取県は、次に掲げる基本方針に基づき、鳥取県産材の活用を基本とした

公共建築の整備を推進します。 

公共建築整備基本方針 

○ 使用する木材は原則として全て鳥取県産材とします。※１ 

○ 建物は主要構造部を木造とすることを基本とします。※２ 

○ 建物の内外装材、家具等に積極的に県産材を使用し、県産材の特性や

魅力を発信します。 

○ 木造建物の長寿命化を目指します。 

※１ 「鳥取県産材」とは「鳥取県で育ち、鳥取県で加工した木材」をいいます。 

使用部位、目的から鳥取県産材の調達が困難な場合を除きます。 

※２ 法規制等によりやむを得ない場合を除きます。 

 

☆県産材活用推進モデル施設の指定  

既設及び今後、新設する県有施設の中から「県産材活用推進モデル施設」を指定し、

県産材の魅力と活用方法について情報発信に取り組みます。 

 
○ 既設の県有施設の中から、県産材を効果的に活用した施設を選定し、県産材魅力発信コーナ

ーを設けます。 

○ 新規事業の中から「県産材活用推進モデル施設」を指定し、「建物にとって最適な樹種の選

定・調達」、「最適な場所への活用」、「県産材の魅力発信」という観点に立ち、企画・構

想段階から樹種選定・調達まで、設計者、施設所管部局、営繕部局、農林部局等の関係職員

が協働して整備を推進します。 

 

 

県営住宅杉の香団地（智頭町） 

木造 3階建て準耐火構造の公営住宅 


